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・水質汚染
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被害の例

・工業用水道施設、送
 水区域における被害
 (破損、漏水等）
・貯水槽の水位変化
・通信設備の損傷
・停電による稼働停止
・道路の寸断及び陥没
・送水場の浸水
・崖崩れ等による施設
 への土砂流入
・斜面や道路の崩壊
・管路の流出
・流木等による水管橋
 の破損
・停電による施設の稼
 動停止
・津波による管の損傷
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・化学物質（PRTR）、油
 農薬、工場排水からの汚
 染物資等の流出

水源流域

・工事に伴う水質悪化、降雨
時等の高濁度、渇水時の水質
悪化、土壌由来による水質汚
濁及び汚染

水源河川等

和歌山県工業用水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）【全体計画概要版】

１．ＢＣＰ策定の目的

工業用水道は、和歌山県の経済を支える
産業インフラの一翼を担うものであるが、
近年突発的に起こる自然災害の頻発化によ
る工業用水道事業を取り巻く環境に不確実
性が高まっており、災害事象（地震、津波、
豪雨、感染症のまん延、テロ等の事件等）
により多大な影響を受けることが想定され
る。そこで、発災後に早期に回復し事業継
続ができるように職員の行動、教育、訓練
等を予め定めるため、和歌山県工業用水道
事業業務継続計画（ＢＣＰ）を策定する。

２．想定される発生事象（被害）

３．防災・危機管理本部の設置

大規模災害
重大事故発生

ＢＣＰの発動

和歌山県災害対策本部設置

防災・危機管理本部設置

公営企業課長は下記事由が発生した場合、公営企業課及
び工業用水道管理センター等に設置する
・和歌山県災害対策本部設置（非常体制２号の場合）
・工業用水道の給水に緊急事態の報告が入ったとき
・その他公営企業財産に重大な支障を与える緊急事態が
発生したとき
・知事が必要と認めたとき

【非常体制１号】
・和歌山県に津波警報が発表されたとき
・県内で震度５弱又は５強を記録したとき
・南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき
・知事が必要と認めたとき
【非常体制２号】
・和歌山県に大津波警報が発表されたとき
・県内で震度６弱以上を記録したとき
・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意又は巨大地震
警戒）が発表されたとき
・知事が必要と認めたとき

本部長（公営企業課長）

隊長（副課長） 支部長（工業用水道管理センター所長）

事務局長（財務企画班長）

初動班長（事業管理班長）

副支部長（次長）

支部事務局長（管理課長）

支部初動班長（工業用水課長）

初動班員
支部初動班員支部事務局員

・施設、設備等の被害状況確認 ・職員の安否確認及び物資配給
・ユーザー企業の状況確認 ・二次災害の防止及び周知
・施設、設備等の応急復旧 ・関係機関等への報告や情報収集

４．工業用水道事業の被害想定（地震・液状化）

被害想定は、千年に一度、1万年に一度と想定されて
いるＭ９クラスの「南海トラフ巨大地震」の震度を取
りまとめたものである。
工業用水道管等は、震度６強以上の区域で大半の位置
を占め、震度7以上の区域にも沿岸部で一部含まれて
いる。

「和歌山県地震被害想定調査」平成26年3月和歌山県 追記

和歌山県工業用水道の震度及び液状化予測図

液状化の発生しやすさを示す液状化危険度は、地
表の揺れと地盤モデルの関係から液状化指数（Ｐ
Ｌ値）を算出して評価したものである。
液状化危険度は、指数が１５以上で大きく、５以
上で中程度、０以上５未満の場合は小さい。また、
０の場合は液状化しない。

工業用水道管

事務局員



PDCAリサイクル（計画→実行→確認→改善→計画）

BCM:「Business Continuity Management」事業継続マネジメント
BCP：「Business Continuity Plan」事業継続計画

・管工事業者 ・設計コンサルタント
・資材商社
・機械メーカー
・電気メーカー

応急復旧対応、工事の着手から完了まで

防災・危機管理本部の設置

ユーザー企業との調整（情報提供・情報収集）

国等関係機関への報告及び情報収集

工業用水協会及び他府県等への応援要請及び受入調整

本部・支部の連絡調整

職員の不足物資確保
協定締結者への復旧依頼

本部長

初動班員
事務局員

支部初動班員
支部事務局員

隊長
支部長

和歌山県災害対策本部へ
の報告及び情報収集

職員の安否確認及び参集
状況の確認

初動班長
支部初動班長

副支部長

事務局長
支部事務局長

不足人員の応援要請

施設・設備・管路の被災状況調査及び報告

二次災害の調査及び報告

ユーザー企業状況調査及び報告

施設・管路の被災状況の集約及び復旧作業の指示

資金調達及び資金支払い

和歌山県災害対策本部との連携

二次災害の周知及び対策

担 当 発災直後 ３時間以内 ２４時間以内 １ケ月以内

５．工業用水道事業の被害想定（津波浸水）

６．工業用水道の重要施設等

９．復旧計画（協定の締結）

７．防災行動計画（タイムライン）

８．事業継続の向上

有田市和歌山市・海南市

和歌山県工業用水道の津波浸水想定図

工業用水道管

「和歌山県地震被害想定調査」平成26年3月和歌山県 追記

•実効性の確保
•結果の評価、分析

•ボトルネックの抽出

•改善の検討
•防災行動の改善

•初動対応の迅速化

•計画の運用
•防災行動訓練

•発災後の防災行動

•計画の策定
•発災後の対応

•教育、訓練
•改善

Plan Do

CheckAct

取水口

送水場 水管橋 配水池 ユーザー企業

漏水等工事

機械設備

電気・通信設備

取水口、第２送水場、水管橋２橋、配水池２基、工業用水管２２，１５９．５４ｍ、ユーザー企業３０社

第１取水口、第１送水場、水管橋４基、配水池１基、工業用水管６，１４７．１ｍ、ユーザー企業１社

第２取水口（上下流）、第３取水口、第２送水場、水管橋２基、配水池１基、工業用水管２，５１４ｍ、ユーザー企業２社

紀の川第２工業用水

有田川第１工業用水

有田川第３工業用水

平常時から行うＢＣＭの実践

・ＢＣＭの点検・評価

・ＢＣＰの評価・分析

ＢＣＭ，ＢＣＰの改善

工業用水道事業の継続

〈計画に関するお問い合わせ先〉

和歌山県商工労働部商工労働政策局公営企業課
E-mail：e0630001@pref.wakayama.lg.jp        TEL:073-441- 3314      FAX:073-433-1992


